
資料４ 

 

関係法令改正までの大まかな予定（案） 
 

 

 

R7.10～ ワーキング   ・社会教育士の位置付けについて 

・修得すべき知識技術について 

・社会教育主事・社会教育士の養成の枠組みについて 

  

 

R8.3～4 特別部会    ・ワーキング報告を踏まえた議論 

  

  

教育委員会や大学等との調整 

  

  

R8.6   答 申 

  

  

R8.6～  主事・士養成の具体的な科目・内容検討（ワーキング等） 

  

  

     規程改正    ・社会教育主事講習等規程改正 

・社会教育士の講習等に係る新たな規程の制定 

               ・関連告示、通知 

 

 

周知・準備   ・説明会等の実施 

 ・講習 ・養成程程実施機関において、新カリキュラムの  

準備 

 

   

（未定） 施 行 

 


